
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

【

正
　

　

　

誤

】

○
　

道

路

の

区

域

変

更

の

正

誤

道

路

整

備

課

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

規
　

　

　

則

】

 

○
　

岡

山

県

快

適

な

環

境

の

確

保

に

関

す

る

条

例

施

環

境

企

画

課

 
 

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

告
　

　

　

示

】
 

 

○
　

家

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

 
 

○
　

豚

熱

予

防

注

射

の

実

施

〃

 
 

○
　

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

 

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

 
 

の

完

了

 
 

【

教

育

委

員

会

】

 

○
　

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

 
 

指

定 
 

○
　

〃

〃 

○
　

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

〃

 
 

指

定

の

解

除

 
 

【

公

安

委

員

会

】

 

○
　

岡

山

県

警

察

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

警

務

課

 則

（

県

例

規

集

登

載

） 

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
号

　

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

 
め
る
。

 

　
　

令
和
八
年
三
月
十
九
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
九
号
）

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
三
項
中
「
こ
と
に
よ
り
」
を
「
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

 

用
す
る
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ

る
岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
十
六

条
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
同
条

例
第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
七
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
家

畜
の
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
□
該
当
す
る
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
□
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

を
命
ず
る
□ 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

ヨ
□
ネ
病
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
ヨ
□
ネ
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
□
以
下
□
省
令
□
と

い
う
□
□
第
九
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
□
令
和
七
年
四
月
一
日
以
降
に

輸
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
□
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
□
令
和
八
年
四
月
一
日

以
降
に
導
入
し
た
繁
殖
の
用
に
供
し
□
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
及
び
過
去
三
年

以
内
に
ヨ
□
ネ
病
が
発
生
し
た
農
場
の
牛
の
う
ち
□
対
象
と
な
る
家
畜
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家

畜
保
健
衛
生
所
長
□
以
下
□
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
□
と
い
う
□
□
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
□
以
下
□
実
施
期
間
□
と
い
う
□
□ 

 

に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
ヨ
□
ネ
病
の
項
方
法
の
欄
１
□
２
及
び
５
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法 

二 

ブ
ル
セ
ラ
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
□
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
牛
の
う

ち
□
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 
 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
□
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
検
査
の

方
法 

三 

結
核
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
の
結
核
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
□
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
牛
の
う

ち
□
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 
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実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
□
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
に
規
定
す
る
検
査
の

方
法 

四 

腐
蛆そ

病
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

蜜
蜂
の
う
ち
□
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

肉
眼
検
査 

五 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
牛
の
死
体
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
め
ん
羊
又
は
山

羊
の
死
体
の
う
ち
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
項
方
法
の
欄
１
及
び
２
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法 

六 

ア
カ
バ
ネ
病
□
チ
□
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

ア
カ
バ
ネ
病
□
チ
□
ウ
ザ
ン
病
及
び
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

令
和
七
年
十
一
月
か
ら
令
和
八
年
四
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
牛
の
う
ち
□
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

原
則
と
し
て
令
和
八
年
六
月
下
旬
□
八
月
中
旬
□
九
月
下
旬
及
び
十
一
月
中
旬 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

血
清
学
的
検
査
□
中
和
試
験
□ 

七 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 
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(1) 
 

飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上
□
エ
ミ
□
□
及
び
だ
ち
□
う
の
場
合
は
□
十
羽
以
上
□
の
家
き
ん
飼

養
農
場
か
ら
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
無
作
為
に
飼
養
規
模
別
に
抽
出
し
た
農
場
の
家
き
ん 

 
 
 
 

(2) 
 

そ
の
他
知
事
が
検
査
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
通
知
し
た
も
の 

 
４ 
実
施
の
期
日 

 
 

 
実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査 

八 

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

県
内
一
円 

 
 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

繁
殖
の
用
に
供
し
□
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
牛
の
う
ち
□
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

遺
伝
子
検
査 

九 

豚
熱
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
□ 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
□ 

十 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査 

 

１ 

実
施
の
目
的 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
発
生
を
予
察
す
る
た
め 

 

２ 

実
施
す
る
区
域 

 
 

 

県
内
一
円 

 

３ 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
□ 

 

４ 

実
施
の
期
日 

 
 

 

実
施
期
間
に
お
い
て
管
轄
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
日 

 

５ 

検
査
の
方
法 

 
 

 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
よ
る
□ 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
八
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
豚

熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
を
受
け
る
よ
う
命
ず
る
□ 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

実
施
の
目
的 

 
 
 

豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め 

二 

実
施
す
る
区
域 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

豚
及
び
い
の
し
し
で
□
そ
の
所
在
地
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

注
射
の
方
法 

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
の
皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

総
社
足
守
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

    

総
社
市
黒
尾
字
古
土
手
三
八
番
一
地
先
か
ら 

総
社
市
黒
尾
字
壱
町
田
一
〇
二
番
一
地
先
を
経

て 総
社
市
黒
尾
字
木
曽
橋
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

総
社
市
黒
尾
字
古
土
手
三
八
番
一
地
先
か
ら 

総
社
市
黒
尾
字
木
曽
橋
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

総
社
市
黒
尾
字
古
土
手
三
八
番
一
地
先
か
ら 

総
社
市
黒
尾
字
壱
町
田
一
〇
二
番
一
地
先
を
経

て 総
社
市
黒
尾
字
木
曽
橋
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

一
一
・
四
□ 

四
〇
・
五 

三
・
三
□ 

二
〇
・
〇 

八
・
七
□ 

四
〇
・
五 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

三
五
二
・
六 

四
四
四
・
〇 

三
五
二
・
六 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

令和８年３月１９日　岡山県公報　第１２７８７号



□
一
〇
六
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

総
社
市
岡
谷
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
三
月
五
日 

終

了

年

月

日 
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□
一
〇
七
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上
字
新
池
八
九
番
一
□
九
〇
番
一
□
九
三
番
一
□
九
四
番
一
□
九
五
番
一
□

九
六
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂
三
〇
四
九
番
地 

船
穂
運
送
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

三
木 
文
治 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
六
号 
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号 

 

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
□
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
□
第
四
条
第
一
項
□
第
十
八
条

第
一
項
□
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
岡
山
県
指

定
重
要
文
化
財
の
指
定
□
岡
山
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
そ
の
保
持
者
の
認
定
□
岡
山
県

指
定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
の
追
加
認
定
並
び
に
岡
山
県
指
定
名
勝
の
指
定
を
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

山 

県 

教 

育 

委 

員 

会 

一 

指

定

番

号 
有
第
三
九
五
号 

二 

種 
 

 
 

別 

重
要
文
化
財 

建
造
物 

三 

名
称
及
び
員
数 

野
﨑
家
別
邸
迨
暇
堂

の
ざ
き
け
べ
□
て
い
た
い
か
ど
う 

主
屋

お
も
や

・
蔵く

ら

・
居
宅

き
□
た
く

・
有
藇
亭

ゆ
う
よ
て
い

・
清
恬

せ
い
て
ん

・
車し

□

夫ふ

詰つ
め

所し
□

・

車

寄

く
る
ま
よ
せ

・

中
ち
□
う

門も
ん

・
大
門

だ
い
も
ん

門

柱

も
ん
ち
□
う 

八
棟
一
対 

四 

所

在

地 

倉
敷
市
児
島
味
野
一
丁
目
八―

三
四 

五 

所

有

者 

ナ
イ
カ
イ
塩
業
株
式
会
社 

六 

年

代 

明
治
二
十
九
□
一
八
九
六
□
年
・
明
治
四
十
一
□
一
九
〇
八
□
年 

七 

指

定

理

由 
 

野
﨑
家
別
邸
迨
暇
堂
は
□
児
島
市
街
地
の
東
方
□
小
田
川
沿
い
に
所
在
す
る
□
本
宅
□
重
要
文
化

財
旧
野
﨑
家
住
宅
□
の
南
東
約
七
〇
メ
□
ト
ル
に
あ
り
□
本
宅
か
ら
小
田
川
へ
続
く
道
路
に
面
し
て

建
つ
□
野
﨑
家
は
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
日
本
最
大
の
塩
田
地
主
で
□
当
時
の
味
野
村
は
郡
役
所

が
置
か
れ
る
児
島
の
中
心
地
で
あ
り
□
野
﨑
家
の
本
拠
地
で
も
あ
□
た
□
元
治
元
□
一
八
六
四
□
年

に
家
督
を
相
続
し
た
武
吉
郎

ぶ
き
ち
ろ
う

は
明
治
二
十
三
□
一
八
九
〇
□
年
に
貴
族
院
議
員
と
な
り
□
中
央
知
名

人
と
の
交
遊
も
多
く
□
多
く
の
客
人
の
接
待
や
集
会
□
宿
泊
の
場
と
し
て
本
建
物
の
建
築
が
計
画
さ

れ
た
□
主
屋
は
□
残
存
す
る
棟
札
か
ら
明
治
二
十
九
年
の
建
築
と
判
明
し
□
有
藇
亭
と
清
恬
は
□
武

吉
郎
の
還
暦
記
念
に
明
治
四
十
一
年
に
建
築
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
□
建
築
当
初
の
図
面
は
見

つ
か
□
て
い
な
い
が
□
明
治
四
十
一
年
□
同
四
十
五
□
一
九
一
二
□
年
及
び
大
正
十
四
□
一
九
二
五
□

年
の
三
枚
の
絵
図
が
残
さ
れ
て
お
り
□
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
増
改
築
が
行
わ
れ
□
お
お
む

ね
今
日
の
姿
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
□ 

屋
敷
地
は
南
北
約
一
二
〇
メ
□
ト
ル
□
東
西
約
八
〇
メ
□
ト
ル
□
面
積
約
七
□
二
四
四
平
方
メ
□

ト
ル
と
広
大
で
□
敷
地
の
北
西
に
上
質
な
近
代
和
風
の
木
造
の
建
築
群
が
建
ち
並
ぶ
□
敷
地
周
囲
に

塀
を
回
し
□
本
宅
へ
通
じ
る
北
側
道
路
に
面
し
て
正
門
と
な
る
大
門
を
構
え
る
□
大
門
か
ら
前
庭
を

隔
て
て
主
屋
の
玄
関
を
北
面
し
て
構
え
□
玄
関
を
中
心
に
□
西
に
蔵
□
北
西
に
居
宅
□
北
東
に
車
寄

及
び
車
夫
詰
所
が
建
つ
□
中
門
は
前
庭
東
側
に
設
け
ら
れ
□
主
屋
南
側
に
広
が
る
庭
園
へ
の
入
り
口

と
な
る
□
有
藇
亭
は
主
屋
の
南
西
に
建
つ
離
れ
で
□
清
恬
は
庭
園
東
塀
沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
る
□ 

主
屋
は
□
平
屋
建
一
部
二
階
建
で
□
玄
関
と
大
広
間
か
ら
な
る
主
体
部
□
炊
事
や
配
膳
の
た
め
の

台
所
部
□
茶
室
部
に
分
か
れ
る
□
主
体
部
は
妻
入
□
正
面
梁
間
七
間
□
桁
行
一
三
間
で
□
屋
根
は
寄

棟
の
桟
瓦
葺
□
四
方
の
屋
根
を
一
段
下
げ
□
軒
先
を
銅
板
葺
と
す
る
□
玄
関
の
み
本
瓦
葺
と
し
□
む

く
り
を
付
け
た
入
母
屋
造
で
□
正
面
に
破
風

は

ふ

を
見
せ
□
式
台
を
構
え
て
格
式
を
備
え
る
□
式
台
玄
関

の
左
右
に
は
八
畳
間
を
配
し
□
西
端
入
隅
に
内
玄
関
を
置
く
□
内
部
は
北
か
ら
三
〇
畳
□
三
〇
畳
□

四
〇
畳
の
三
室
を
続
き
間
と
し
□
奥
の
四
〇
畳
南
端
に
は
幅
二
間
半
の
床
の
間
を
設
け
る
□
小
屋
組

は
キ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
洋
式
ト
ラ
ス
構
造
で
□
梁
間

は
り
ま

五
間
を
無
柱
と
し
□
建
具
を
外
す
と
百
畳
の
大
広

間
と
な
る
□
東
・
西
・
南
の
三
方
に
幅
一
間
の
広
縁
を
廻
ら
し
□
縁
北
東
か
ら
浴
室
及
び
便
所
へ
続
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く
□
浴
室
は
上
質
で
長
尺
な
石
材
を
使
用
し
□
便
所
に
は
足
元
の
踏
み
板
に
乗
る
と
吐
水
口
か
ら
水

が
出
る
自
動
水
洗
を
備
え
る
□ 

台
所
部
は
主
体
部
玄
関
西
の
八
畳
間
か
ら
接
続
し
□
内
玄
関
を
共
用
し
て
い
る
□
寄
棟
造
□
桟
瓦

葺
で
□
南
か
ら
二
四
畳
の
広
さ
の
板
間
□
土
間
□
六
畳
間
が
続
き
□
さ
ら
に
そ
の
北
に
二
階
を
備
え

る
調
理
場
や
井
戸
を
備
え
た
水
場
が
連
な
る
□
南
西
隅
に
は
便
所
を
設
け
□
板
間
西
側
に
は
広
い
廊

下
を
介
し
て
蔵
に
続
け
る
□
主
体
部
八
畳
間
に
繋
が
る
板
間
の
柱
に
は
古
い
壁
の
痕
跡
が
残
り
□
大

正
末
以
降
に
壁
の
一
部
を
撤
去
し
て
一
体
に
繋
げ
た
こ
と
が
絵
図
か
ら
も
確
認
で
き
る
□
ま
た
□
水

場
の
小
屋
組
や
土
間
に
も
改
変
の
痕
跡
が
あ
り
□
絵
図
か
ら
□
明
治
末
か
ら
大
正
期
の
間
に
間
取
り

等
若
干
の
改
築
が
あ
□
た
と
考
え
ら
れ
る
□ 

茶
室
部
は
台
所
部
の
南
に
建
ち
□
聴て

い

鶯お
う

軒け
ん

の
名
を
持
つ
□
台
所
部
か
ら
棟
を
続
け
□
平
屋
建
□
寄

棟
造
□
桟
瓦
葺
で
□
東
・
西
・
南
の
三
方
に
屋
根
を
葺
き
下
ろ
し
□
軒
先
を
銅
板
葺
と
す
る
□
桁
行

三
間
□
梁
間
三
間
で
□
壁
面
は
腰
高
ま
で
竹
と
杉
の
木
賊

と
く
さ

張ば

り
と
す
る
□
内
部
は
三
畳
の
板
間
と
三

畳
間
及
び
六
畳
間
二
室
に
分
か
れ
□
南
西
の
六
畳
間
西
側
に
座
敷
飾
り
を
設
け
る
□
床
の
間
は
踏
込

床
で
□
赤
松
皮
付
き
の
床
柱
に
□
床
脇
は
地
袋
を
設
け
る
□
接
続
す
る
台
所
部
と
の
納
ま
り
等
か
ら
□

台
所
部
に
遅
れ
て
建
築
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
□ 

蔵
は
台
所
部
の
西
側
に
建
つ
□
桁
行
三
間
半
□
梁
間
三
間
の
南
蔵
と
□
桁
行
五
間
半
□
梁
間
三
間

の
北
蔵
に
分
か
れ
□
共
に
平
入
二
階
建
□
切
妻
造
□
桟
瓦
葺
の
土
蔵
造
で
あ
る
□
北
蔵
北
東
に
は
桟

瓦
葺
き
の
屋
根
を
差
し
掛
け
□
浴
室
二
か
所
と
便
所
を
設
け
る
□
蔵
の
外
部
は
灰
色
の
漆
喰

し
□
く
い

で
塗
り

込
め
□
腰
部
等
を
四
半
張
り
の
海
鼠
壁

な
ま
こ
か
べ

と
す
る
□
窓
に
は
両
開
き
の
鉄
扉
が
取
り
付
く
□
北
蔵
二
階

の
板
張
り
に
□
明
治
三
十
九
年
□
と
刻
ま
れ
た
文
字
が
残
り
□
こ
の
頃
に
建
て
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

る
□
ま
た
□
絵
図
か
ら
□
南
蔵
と
北
側
浴
室
及
び
便
所
は
明
治
四
十
一
年
か
ら
同
四
十
五
年
の
間
に

増
築
さ
れ
□
南
側
浴
室
と
北
蔵
の
間
の
手
洗
い
場
は
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
増
設
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
□
な
お
大
正
十
四
年
の
絵
図
に
は
□
南
蔵
が
□
食
堂
□
と
記
さ
れ
て
い
る
□ 

居
宅
は
台
所
水
場
の
東
に
隣
接
し
て
建
つ
□
屋
敷
を
維
持
す
る
使
用
人
の
住
宅
と
さ
れ
る
□
平
屋

建
□
寄
棟
造
□
桟
瓦
葺
□
桁
行
五
間
□
梁
間
二
間
で
□
Ｌ
字
形
に
西
か
ら
土
間
と
三
畳
□
二
畳
□
六

畳
□
四
畳
半
間
を
配
し
□
入
隅
に
便
所
を
設
け
る
□
長
押

な
げ
し

は
廻
さ
ず
□
竿
縁
天
井
の
簡
素
な
造
り
と

す
る
□
建
築
年
代
は
□
材
の
状
態
か
ら
□
主
屋
よ
り
も
降
る
可
能
性
が
あ
る
□
西
端
の
土
間
は
□
絵

図
か
ら
□
明
治
四
十
一
年
か
ら
同
四
十
五
年
の
間
に
増
築
さ
れ
た
と
わ
か
り
□
同
時
期
に
西
側
の
水

場
の
小
屋
組
が
改
変
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
□ 

有
藇
亭
は
聴
鶯
軒
の
南
西
に
建
つ
□
桁
行
五
間
半
□
梁
間
四
間
の
数
寄
屋
造

す
き
や
づ
く
り

の
書
院
で
離
れ
の
機

能
を
持
ち
□
聴
鶯
軒
か
ら
栗
の
な
ぐ
り
縁
で
接
続
す
る
□
入
母
屋
造
□
葭よ

し

葺
と
し
□
周
囲
に
桟
瓦
葺

の
下
屋
が
回
り
□
東
面
と
南
面
を
縁
と
す
る
□
内
部
は
六
畳
□
八
畳
□
一
〇
畳
の
三
室
と
水
屋
・
便

所
を
納
め
る
□
部
屋
境
に
は
竹
を
用
い
た
欄
間
を
入
れ
□
壁
は
灰
色
漆
喰
で
仕
上
げ
る
□
洗
練
さ
れ

た
意
匠
に
富
み
□
上
質
の
材
を
用
い
た
上
品
な
建
築
で
あ
る
□
南
縁
西
端
か
ら
は
渡
り
廊
下
を
南
に

伸
ば
し
□
別
棟
で
上
客
用
の
浴
室
を
設
け
る
□
浴
室
は
平
屋
建
□
寄
棟
造
□
桟
瓦
葺
で
□
軒
先
を
銅

板
で
葺
く
□
庭
側
の
東
面
に
下
地
窓
を
付
け
□
腰
を
竹
の
詰
打
張

つ
め
う
ち
ば
り

等
と
し
□
上
部
の

鼠
ね
ず
み

漆
喰
の
壁

に
横よ

こ

鎬
し
の
ぎ

を
入
れ
る
な
ど
□
数
寄
屋
風
の
意
匠
を
見
せ
る
□ 

清
恬
は
主
屋
南
東
に
離
れ
て
建
つ
茶
室
建
築
で
□
速
水
流
家
元
宗

汲

そ
う
き
□
う

を
招
い
て
設
計
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
□
平
屋
建
□
葭
葺
の
草
庵
風
の
茶
室
で
□
切
妻
造
の
棟
を
Ｔ
字
形
に
組
み
□
妻
を
東

西
と
南
に
向
け
□
棟
は
竹
で
棟
巻
き
を
押
さ
え
る
針
目
覆

は
り
め
お
お
い

の
形
式
と
す
る
□
周
囲
の
庇
は
杉
皮
葺
と
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桟
瓦
葺
を
混
用
す
る
□
内
部
は
二
畳
中
板
台
目

な
か
い
た
だ
い
め

の
茶
室
が
あ
り
□
南
に
水
屋
と
物
置
が
続
く
□
手
前

座
の
東
壁
に

蛤
は
ま
ぐ
り

棚
を
設
け
□
茶
室
北
東
に
畳
床
の
床
の
間
を
配
し
□
床
柱
は
档あ

て

丸
太
と
す
る
□
細

部
に
ま
で
意
匠
を
凝
ら
し
た
丁
寧
な
造
り
で
あ
る
□ 

車
夫
詰
所
は
平
屋
建
□
寄
棟
造
□
桟
瓦
葺
で
□
周
囲
の
軒
先
を
銅
板
葺
と
す
る
□
規
模
は
桁
行
二

間
□
梁
間
一
間
半
と
し
□
内
部
に
間
仕
切
り
の
無
い
簡
素
な
造
り
で
あ
る
が
□
軒
裏
を
扇
垂
木
と
し
□

相
応
の
意
匠
的
配
慮
が
見
ら
れ
る
□ 

車
寄
は
車
夫
詰
所
の
南
に
近
接
し
て
西
面
し
て
建
つ
□
平
屋
建
□
桟
瓦
葺
□
桁
行
二
間
半
□
梁
間

一
間
の
規
模
と
し
□
西
方
に
長
い
招
き
屋
根
を
架
け
る
□
西
面
を
吹
き
放
ち
と
し
□
人
力
車
四
台
を

収
納
で
き
る
□
迨
暇
堂
が
多
人
数
で
使
用
さ
れ
る
当
施
設
の
利
用
状
況
を
物
語
る
と
共
に
□
当
時
の

交
通
事
情
の
一
端
を
知
る
上
で
貴
重
で
あ
る
□ 

中
門
は
主
屋
背
後
の
庭
に
向
か
う
園
路
の
入
り
口
に
当
た
る
□
間
口
は
約
一
・
七
メ
□
ト
ル
で
□

檜
皮
葺

ひ
わ
だ
ぶ
き

の
棟
持
門

む
な
も
ち
も
ん

で
あ
る
□
棟
を
瓦
で
抑
え
た
端
正
な
姿
形
を
と
る
□ 

大
門
は
敷
地
北
側
の
道
路
に
面
し
□
本
宅
の
あ
る
北
西
に
向
け
て
開
く
□
門
柱
は
花
こ
う
岩
製
の

角
柱
で
□
高
さ
は
約
三
・
六
メ
□
ト
ル
□
間
口
は
約
四
・
三
メ
□
ト
ル
で
あ
る
□
表
面
は
叩
き
仕
上

げ
で
□
唐
戸
面
取
り
と
し
□
頭
部
を
大
斗
状
に
刳く

□
た
丁
寧
な
造
り
で
あ
る
□ 

野
﨑
家
別
邸
迨
暇
堂
は
棟
札
に
よ
り
建
築
年
代
が
明
治
二
十
九
年
と
明
ら
か
で
あ
り
□
迎
賓
館
及

び
宿
泊
や
集
会
施
設
と
し
て
の
機
能
を
備
え
□
個
々
の
機
能
に
応
じ
た
建
物
が
計
画
的
に
配
置
さ
れ

て
い
る
□
大
規
模
に
し
て
複
雑
な
建
築
構
成
を
と
る
が
□
ほ
ぼ
建
築
当
初
の
建
物
が
残
存
し
貴
重
で

あ
る
□
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
の
質
は
高
く
□
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
増
改
築
が
行
わ
れ
て
い

る
も
の
の
□
残
存
す
る
絵
図
等
に
よ
□
て
お
お
よ
そ
の
増
改
築
年
代
が
判
明
し
□
こ
れ
ら
建
築
群
が

良
好
な
状
態
を
保
ち
現
存
す
る
点
は
貴
重
で
あ
る
□
特
に
主
屋
は
□
伝
統
的
な
意
匠
を
持
ち
つ
つ
も
□

西
洋
の
構
造
技
術
を
取
り
入
れ
た
巧
み
な
施
工
に
よ
り
広
壮
な
内
部
空
間
を
実
現
し
て
お
り
□
和
と

洋
を
融
合
さ
せ
た
近
代
和
風
の
大
規
模
木
造
建
築
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
□ 

 

一 

指

定

番

号 

有
第
三
九
六
号 

二 

種 
 

 
 

別 

重
要
文
化
財 

考
古
資
料 

三 

名
称
及
び
員
数 

宮
山
墳
丘
墓
竪
穴
式
石
室
出
土
品
及
び
特
殊
器
台 

一
二
点 

四 

所

在

地 

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
番
五
号 

五 

所

有

者 

岡
山
県
立
博
物
館 

六 

年

代 

弥
生
時
代
後
期
末
□
三
世
紀
□ 

七 

指

定

理

由 
 

宮
山
墳
丘
墓
は
□
総
社
市
宮
山
に
所
在
す
る
□
総
社
平
野
の
西
側
を
流
れ
る
高
梁
川
東
岸
の
□
三み

輪
山

わ
や
ま

丘
陵
か
ら
北
西
に
細
長
く
下
る
尾
根
上
に
位
置
す
る
□
墳
長
は
約
三
八
メ
□
ト
ル
で
あ
る
□
吉

備
最
古
段
階
の
前
方
後
円
形
を
呈
す
る
弥
生
時
代
末
の
墳
墓
で
あ
り
□
古
墳
時
代
を
特
徴
付
け
る
前

方
後
円
墳
の
成
立
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
□
昭
和
三
十
八
□
一

九
六
三
□
年
に
三
輪
山
遺
跡
調
査
団
に
よ
□
て
発
掘
調
査
さ
れ
□
翌
年
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
宮
山

墳
墓
群
域
に
含
ま
れ
て
い
る
□
同
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
特
殊
器
台
の
う
ち
□
棺
に
転
用
さ
れ
た
個

体
は
□
弥
生
時
代
の
葬
送
儀
礼
の
一
端
を
示
す
重
要
な
資
料
と
し
て
□
平
成
五
□
一
九
九
三
□
年
に

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
□
こ
れ
ま
で
□
発
掘
調
査
に
つ
い
て
の
詳
細
な
報
告
は
さ
れ
て
い

な
か
□
た
が
□
近
年
の
研
究
に
よ
り
出
土
品
の
内
容
が
明
ら
か
と
な
□
た
□
こ
の
た
び
□
宮
山
墳
丘

令和８年３月１９日　岡山県公報　第１２７８７号



墓
の
埋
葬
施
設
で
あ
る
竪
穴
式
石
室
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
八
点
と
墳
丘
墓
か
ら
出
土
し
た
特
殊
器
台

四
点
を
県
の
重
要
文
化
財
に
指
定
す
る
□ 

 
宮
山
墳
丘
墓
の
竪
穴
式
石
室
は
内
法
長
約
二
・
六
メ
□
ト
ル
□
幅
約
〇
・
八
メ
□
ト
ル
□
高
さ
約

一
・
二
メ
□
ト
ル
で
あ
る
□
蓋
石
は
無
く
□
木
蓋
と
考
え
ら
れ
て
い
る
□
石
室
内
部
床
面
は
小
円
礫

が
平
坦
に
敷
か
れ
て
お
り
□
木
棺
が
置
か
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
□
竪
穴
式
石
室
内
か
ら
は

鉄
刀
一
点
□
槍
形
鉄
器
一
点
□
鏡
一
点
□
鉄
鏃

て
つ
ぞ
く

三
点
□
銅
鏃

ど
う
ぞ
く

一
点
及
び
ガ
ラ
ス
小
玉
一
点
が
出
土

し
て
お
り
□
鏡
及
び
ガ
ラ
ス
小
玉
は
被
葬
者
の
頭
部
付
近
□
槍
形
鉄
器
は
右
足
の
横
に
切
先
を
足
側

に
向
け
□
鉄
刀
は
胴
部
左
側
で
刃
を
被
葬
者
に
向
け
て
副
葬
さ
れ
て
い
る
□
鉄
鏃
と
銅
鏃
は
棺
外
に

置
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
□ 

 

鏡
は
完
形
の
飛
禽
鏡

ひ
き
ん
き
□
う

で
□
面
径
と
文
様
か
ら
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
前
葉
頃
の
製
作
と
考
え
ら
れ

て
い
る
□
鏡
背
面
に
は
赤
色
顔
料
が
部
分
的
に
付
着
し
て
い
る
□
鉄
刀
は
切
先
と

茎
な
か
ご

を
欠
損
し
□

身
部
が
屈
曲
し
て
い
る
□
弥
生
時
代
後
期
末
以
降
盛
行
す
る
□
折
り
曲
げ
鉄
器
□
の
可
能
性
が
あ
る
□

槍
形
鉄
器
は
茎
尻
を
欠
失
す
る
□
身
部
の
表
裏
に
布
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
□
布
に
巻
い
て
納
め
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
□
身
部
の
横
断
面
が
菱
形
で
全
体
に
薄
い
造
り
で
□
装
具
の
木
質
痕
跡
が
認

め
ら
れ
る
□
剣
の
可
能
性
も
あ
る
が
□
い
ず
れ
に
し
て
も
□
弥
生
時
代
後
期
末
頃
に
出
現
し
□
以
降

普
及
す
る
タ
イ
プ
と
み
な
さ
れ
る
□
鉄
鏃
は
平
根
系
定
角
式

ひ
ら
ね
け
い
じ
□
う
か
く
し
き

鉄
鏃
二
本
と
有
稜
系
柳
葉
式

ゆ
う
り
□
う
け
い
や
な
い
ば
し
き

鉄
鏃

一
本
で
□
前
者
は
弥
生
時
代
後
期
後
葉
か
ら
末
頃
に
出
現
し
□
古
墳
時
代
前
期
初
頭
に
か
け
て
盛
行

す
る
□
後
者
は
有
稜
系
鉄
鏃
の
中
で
も
最
古
相
に
位
置
付
け
ら
れ
□
大
半
が
前
方
後
円
形
の
墳
丘
を

有
す
る
弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳
時
代
前
期
初
頭
の
墳
墓
か
ら
出
土
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
□
銅

鏃
は
著
し
く
欠
損
し
て
い
る
が
□
本
来
は
三
角
形
の
鏃
身
を
有
す
る
弥
生
時
代
の
典
型
的
な
銅
鏃
と

考
え
ら
れ
る
□
こ
れ
ら
竪
穴
式
石
室
出
土
品
は
宮
山
墳
丘
墓
の
築
造
年
代
を
推
定
す
る
基
準
資
料
で

あ
り
□
当
該
期
の
副
葬
品
の
内
容
や
埋
葬
儀
礼
を
示
す
と
共
に
□
金
属
器
の
分
布
や
流
通
は
当
時
の

社
会
関
係
を
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
□
被
葬
者
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
□ 

 

特
殊
器
台
は
弥
生
時
代
後
期
に
お
け
る
吉
備
の
墳
墓
祭
祀
を
特
徴
付
け
る
考
古
資
料
で
あ
る
□
特

に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
特
殊
器
台
は
□
宮
山
型
特
殊
器
台
□
と
命
名
さ
れ
□
そ
れ
ま
で

に
出
土
し
て
い
た
特
殊
器
台
と
円
筒
埴
輪
を
繋
ぐ
考
古
資
料
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
□
ま
た
□

□
宮
山
型
特
殊
器
台
□
は
最
古
の
大
型
前
方
後
円
墳
で
あ
る
奈
良
県
箸
墓
古
墳
か
ら
出
土
し
て
お

り
□
吉
備
と
大
和
を
結
ぶ
考
古
資
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
□
こ
の
ほ
か
に
も
□
宮
山
墳
丘
墓

か
ら
は
破
片
の
状
態
で
特
殊
器
台
が
多
く
出
土
し
て
お
り
□
元
々
は
一
〇
個
体
以
上
が
墳
丘
上
に
配

置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
□
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
遺
存
状
態
が
良
好
で
各
個
体
の
全
容

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
四
点
で
□
学
術
的
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
□
主
な
特
徴
に
は
□
内
傾
す

る
口
縁
部
の
形
状
□
□
宮
山
型
文
様
□
と
称
さ
れ
る
連
続

れ
ん
ぞ
く

蕨
手

わ
ら
び
て

状
文
の
意
匠
□
巴
形
透
か
し
孔
□
間

帯
の
無
文
化
な
ど
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
特
殊
器
台
と
共
通
す
る
要
素
を
見
出
せ
る
一

方
□
第
一
文
様
帯
の
縦
方
向
の
区
画
や
斜
線
文
の
意
匠
□
長
方
形
透
か
し
孔
□
第
四
間
帯
の
存
在
□

内
面
斜
め
削
り
の
及
ぶ
高
さ
の
違
い
な
ど
の
個
体
差
が
認
め
ら
れ
□
□
宮
山
型
特
殊
器
台
□
を
考
え

る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
□ 

本
件
は
□
宮
山
墳
丘
墓
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
り
□
吉
備
に
お
け
る
弥
生
時
代

か
ら
古
墳
時
代
へ
移
り
変
わ
る
頃
の
墳
墓
祭
祀
の
様
相
や
葬
送
儀
礼
の
あ
り
方
を
よ
く
表
し
□
高
い

学
術
的
価
値
を
有
し
て
い
る
□
ま
た
□
吉
備
と
大
和
を
は
じ
め
と
す
る
諸
地
域
と
の
関
係
を
考
え
る

上
で
も
重
要
で
あ
る
□ 
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一 

指

定

番

号 

無
第
五
三
号 

二 
種 

 
 

 

別 

重
要
無
形
文
化
財 

三 
名 

 
 

 

称 

漆
芸
□
描
蒟
醤

か
き
き
ん
ま

□ 

四 

保
持
者
の
氏
名 

塩
津

し
お
つ 

容
子

よ
う
こ 

五 

保
持
者
の
生
年
月
日
及
び
年
齢 

昭
和
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日 

七
十
八
歳 

六 

保
持
者
の
住
所 

総
社
市
総
社 

七 

指

定

理

由 
 

描
蒟
醤
は
漆
芸
の
加
飾
技
法
の
一
つ
で
□
漆
芸
家
難
波

な
ん
ば

仁
斎

じ
ん
さ
い

□
一
九
〇
三
□
一
九
七
六
□
が
伝
統

的
な
蒔
絵

ま
き
え

と
研
出
法
を
併
せ
て
創
案
し
た
□
黒
漆
塗
り
の
胎
に
蒔
絵
筆
を
用
い
て
主
と
し
て
朱
漆
で

文
様
を
描
き
□
表
面
に
透
明
性
の
高
い
備
中
漆
を
塗
り
□
研
ぎ
と
塗
り
を
繰
り
返
し
て
仕
上
げ
る
□

柔
ら
か
く
伸
び
や
か
な
線
描
を
特
徴
と
し
□
幾
重
に
も
重
ね
て
研
ぎ
出
し
た
透
明
漆
が
□
表
現
上
に

叙
情
的
な
深
み
を
与
え
て
い
る
□
県
の
工
芸
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
技
法
と
し
て
昭
和
三
十
九

□
一
九
六
四
□
年
に
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し
□
難
波
仁
斎
を
保
持
者
に
認
定
し
た
が
□

同
人
の
逝
去
に
よ
り
解
除
し
た
□ 

 
 

塩
津
氏
は
総
社
市
に
生
ま
れ
□
木
彫
家
の
祖
父
塩
津
玉

堂

ぎ
□
く
ど
う

の
下
□
工
芸
の
道
に
進
み
□
昭
和
五
十

七
□
一
九
八
二
□
年
か
ら
漆
芸
家
山
口

や
ま
ぐ
ち

松
太

ま
つ
た

□
元
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
□
に
師
事
し
て

伝
統
的
な
漆
芸
の
技
法
を
高
度
に
体
得
し
た
□
平
成
四
□
一
九
九
二
□
年
に
難
波
仁
斎
の
作
品
に
触

発
さ
れ
て
描
蒟
醤
に
取
り
組
み
□
研
鑽

け
ん
さ
ん

を
積
ん
で
そ
の
技
法
を
修
得
し
□
独
自
の
表
現
に
至
□
て
い

る
□
独
創
的
な
意
匠
と
緻
密
な
文
様
を
透
明
性
の
高
い
備
中
漆
で
仕
上
げ
た
作
品
は
□
高
い
評
価
を

得
て
い
る
□ 

平
成
四
年
に
描
蒟
醤
作
品
で
日
本
伝
統
工
芸
中
国
展
広
島
県
知
事
賞
を
受
賞
し
て
以
来
□
各
展
に

お
い
て
入
選
及
び
受
賞
を
重
ね
□
平
成
二
十
八
□
二
〇
一
六
□
年
に
は
日
本
伝
統
工
芸
中
国
支
部
展

金か
ね

重し
げ

陶
陽

と
う
よ
う

賞
を
□
令
和
二
□
二
〇
二
〇
□
年
に
は
岡
山
県
文
化
賞
を
受
賞
し
て
い
る
□
ま
た
□
平
成

十
□
一
九
九
八
□
年
に
日
本
工
芸
会
の
正
会
員
に
認
定
さ
れ
た
□ 

 
 

同
人
は
平
成
六
□
一
九
九
四
□
年
か
ら
平
成
二
十
六
□
二
〇
一
四
□
年
ま
で
岡
山
県
郷
土
文
化
財

団
や
社
団
法
人
林
原
共
済
会
が
共
同
で
取
り
組
ん
で
き
た
漆
の
植
栽
活
動
に
も
携
わ
り
□
そ
れ
を
引

き
継
い
だ
備
中
う
る
し
利
活
用
協
議
会
の
会
長
を
務
め
る
な
ど
□
描
蒟
醤
に
欠
か
せ
な
い
備
中
漆
の

復
興
と
発
展
に
取
り
組
ん
で
き
た
□
ま
た
□
平
成
十
八(

二
〇
〇
六)

年
か
ら
は
漆
芸
教
室
や
漆
芸
体

験
教
室
□
ワ
□
ク
シ
□
□
プ
を
開
き
□
漆
芸
の
発
展
及
び
後
進
の
育
成
に
も
尽
力
し
て
い
る
□ 

 

一 

認

定

番

号 

無
第
五
四
号 

二 

種 
 

 
 

別 

重
要
無
形
文
化
財 

三 

名 
 

 
 

称 

木
工
芸 

四 

保
持
者
の
氏
名 

川
野

か
わ
の 

正
毅

ま
さ
き 

五 

保
持
者
の
生
年
月
日
及
び
年
齢 

昭
和
十
六
年
九
月
二
十
五
日 

八
十
四
歳 

六 

保
持
者
の
住
所 

新
見
市
井
倉 

七 

認

定

理

由 
 

川
野
氏
は
新
見
市
に
生
ま
れ
□
昭
和
三
十
六
□
一
九
六
一
□
年
か
ら
職
場
サ
□
ク
ル
で
木
工
芸
を

始
め
た
□
木
工
芸
家
森
田

も
り
た

翠

玉

す
い
ぎ
□
く

□
元
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
□
に
才
能
を
見
出
さ
れ
□
昭
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和
五
十
二
□
一
九
七
七
□
年
か
ら
森
田
翠
玉
に
師
事
し
□
伝
統
的
な
技
法
を
体
得
し
た
□ 

木
工
芸
の
技
法
に
は
指
物

さ
し
も
の

□
刳
物

く
り
も
の

□
彫
物

ほ
り
も
の

□
挽
物

ひ
き
も
の

□
曲
物

ま
げ
も
の

が
あ
る
が
□
同
人
は
刳
物
の
技
法
を

高
度
に
体
得
し
て
い
る
□
木
工
芸
の
製
作
に
は
素
材
の
特
色
を
生
か
し
□
狂
い
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
入
念
な
工
程
を
要
す
る
が
□
同
人
は
材
の
選
別
や
木
取
り
に
も
優
れ
て
い
る
□
同
人
は
桑

・
け
や
き
・
も
み
じ
・
栃
な
ど
を
素
材
と
し
□
盆
や
食
籠

じ
き
ろ
う

□
短
冊
箱
な
ど
を
中
心
に
製
作
を
続
け
□

特
に
漆
仕
上
げ
の
甲
盛
蓋

こ
う
も
り
ぶ
た

の
製
作
を
得
意
と
す
る
□
一
塊
の
材
木
か
ら
刳
り
出
さ
れ
た
薄
い
木
厚
や

柔
ら
か
な
稜
線
の
削
り
出
し
に
は
高
度
な
技
術
を
要
し
□
力
強
く
シ
□
□
プ
な
削
り
面
と
穏
や
か
な

曲
線
を
持
つ
深
い
器
の
造
形
や
木
目
を
活
か
し
た
拭

漆

ふ
き
う
る
し

で
美
し
く
滑
ら
か
に
仕
上
げ
た
作
品
は
□

高
い
評
価
を
得
て
い
る
□ 

昭
和
五
十
六
□
一
九
八
一
□
年
に
岡
山
県
美
術
展
に
初
入
選
し
て
以
来
□
各
展
に
お
い
て
入
選
及

び
受
賞
を
重
ね
□
平
成
三
□
一
九
九
一
□
年
に
日
本
伝
統
工
芸
中
国
支
部
展
金
重
陶
陽
賞
を
□
平
成

八
□
一
九
九
六
□
年
に
日
本
伝
統
工
芸
展
日
本
工
芸
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
□
ま
た
□
平
成
四
□
一
九

九
二
□
年
に
日
本
伝
統
工
芸
展
の
正
会
員
に
認
定
さ
れ
て
お
り
□
そ
れ
ら
の
実
績
か
ら
□
平
成
十

□
一
九
九
八
□
年
に
新
見
市
指
定
重
要
無
形
文
化
財
木
工
芸
保
持
者
に
認
定
さ
れ
た
□ 

同
人
は
日
本
伝
統
工
芸
展
中
国
支
部
展
審
査
委
員
□
岡
山
県
美
術
展
審
査
員
な
ど
を
歴
任
し
□
伝

統
的
な
木
工
芸
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
□
ま
た
□
精
力
的
に
製
作
活
動
を
続
け
る
傍
ら
□
地
元
で

木
工
ろ
く
ろ
教
室
を
主
宰
す
る
な
ど
□
木
工
芸
の
普
及
啓
発
及
び
後
進
の
育
成
に
も
尽
力
し
て
い
る
□ 

 

一 

指

定

番

号 

記
第
一
二
一
号 

二 

種 
 

 
 

別 

名
勝 

三 

名 
 

 
 

称 

妙

教

寺

み
□
う
き
□
う
じ

庭
園 

四 

所

在

地 

岡
山
市
北
区
高
松
稲
荷
七
一
二
番
地―

一
の
一
部 

 
 

範 
 

 
 

囲 
 

指
定
範
囲
に
関
す
る
実
測
図
を
岡
山
県
教
育
委
員
会
及
び
岡
山
市
教
育
委
員

会
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

地

積

合

計 

六
二
八
平
方
メ
□
ト
ル 

 
 

地 
 

 
 

目 

境
内
地 

 

五 

所

有

者 

宗
教
法
人
最
上
稲
荷
山
妙
教
寺 

六 

年

代 

江
戸
時
代 

七 

指

定

理

由 
 

最
上
稲
荷
山
妙
教
寺
は
□
標
高
約
二
八
七
メ
□
ト
ル
の
竜

王

山

り
□
う
お
う
ざ
ん

南
山
腹
に
所
在
す
る
□
寺
伝
に

よ
れ
ば
□
慶
長
六
□
一
六
〇
一
□
年
に
日
円
が
再
興
し
て
天
台
宗
か
ら
日
蓮
宗
に
改
宗
し
□
寺
名
も

最
上
稲
荷
山
妙
教
寺
と
改
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
□ 

庭
園
は
客
殿
の
北
に
位
置
す
る
□
山
麓
斜
面
を
活
か
し
た
池
泉
座
観

ち
せ
ん
ざ
か
ん

式
の
庭
園
で
□
敷
地
は
東
を

寒

松

軒

か
ん
し
□
う
け
ん

□
西
を
太
鼓
楼
に
至
る
回
廊
及
び
宝
光
閣

ほ
う
こ
う
か
く

に
囲
ま
れ
た
東
西
約
二
〇
□
二
五
メ
□
ト
ル
□

南
北
約
三
二
メ
□
ト
ル
の
長
方
形
を
呈
し
□
面
積
は
六
二
八
平
方
メ
□
ト
ル
で
あ
る
□
造
庭
は
□
日

円
が
寺
を
再
興
し
た
時
期
か
ら
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
が
□
年
月
は
定
か
で
な
い
□
し
か
し
□
安
政

五
□
一
八
五
八
□
年
の
家
相
図
に
は
池
が
描
か
れ
て
お
り
□
江
戸
時
代
後
期
に
は
概
観
が
成
立
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
□
そ
の
後
□
大
正
六
□
一
九
一
六
□
年
に
客
殿
や
回
廊
が
改
修
さ
れ
□
寒
松
軒

が
建
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
□
こ
の
時
期
に
現
在
の
形
に
整
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
□ 

視
点
場
は
客
殿
に
あ
り
□
北
側
遠
方
の
竜
王
山
を
借
景
と
し
□
さ
ら
に
池
西
側
の
回
廊
と
□
そ
の
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北
端
に
そ
び
え
る
太
鼓
楼
も
景
色
と
し
て
い
る
□
斜
面
最
上
部
中
央
に
は
高
さ
約
一
・
九
メ
□
ト
ル

の
立
石
を
配
し
□
背
後
に
五
重
塔
形
の
灯
籠
を
置
く
□
立
石
の
足
元
に
は
溝
を
掘
□
た
水
落
石
が
突

き
出
し
□
下
部
に
は
水
受
け
石
が
あ
る
□
こ
こ
を
源
に
枯
滝

か
れ
た
き

の
石
組
が
渓
谷
を
作
り
□
池
に
達
す
る
□

枯
滝
の
両
側
斜
面
に
は
石
組
の
段
を
設
け
□
西
側
平
坦
面
は
コ
ケ
貼
り
と
し
□
飛
石
を
打
つ
□
東
側

は
狭
い
尾
根
状
に
南
に
延
び
□
亀
頭
石
が
飛
び
出
す
□
枯
滝
と
池
の
間
に
は
□
安
政
七
年
□
銘
を
刻

む
鏡
石
を
持
つ
井
戸
が
接
す
る
□
寒
松
軒
の
南
に
は
蹲
踞

つ
く
ば
い

を
設
け
□
蹲
踞
の
奥
に
は
石
灯
籠
を
立
て

る
□ 池

は
東
西
約
一
一
・
八
メ
□
ト
ル
□
南
北
約
五
・
五
メ
□
ト
ル
の
心
字
形
で
□
南
岸
中
央
東
寄
り

に
礼
拝
石
を
配
す
□
礼
拝
石
か
ら
池
中
に
沢
飛
石
が
打
た
れ
□
対
岸
の
伝
い
石
に
繋
が
る
□
礼
拝
石

の
西
側
に
は
出
島
が
あ
り
□
そ
の
延
長
に
も
沢
飛
石
を
打
つ
□
池
の
手
前
は
総
じ
て
平
坦
な
石
組
み

で
仕
上
げ
ら
れ
□
対
岸
は
風
景
的
に
起
伏
の
多
い
石
組
と
す
る
□ 

本
庭
園
は
□
地
形
を
活
か
し
て
重
層
的
に
石
を
配
し
た
豪
壮
な
庭
園
で
あ
り
□
竜
王
山
を
借
景
と

し
た
奥
行
き
の
あ
る
優
れ
た
風
致
景
観
を
有
し
□
鑑
賞
上
の
価
値
が
高
い
□ 
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号 

 

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
吉
備
津
彦
神
社 

渡

殿

わ
た
り
で
ん

・
釣
殿

つ
り
で
ん

・
祭
文
殿

さ
い
も
ん
で
ん

・
軒
廊

こ
ん
ろ
う

・
拝
殿

は
い
で
ん

・
神
饌
所

し
ん
せ
ん
じ
ょ 

六
棟 
附

つ
け
た
り

設
計
図 

二
三
枚
に
、
次
の
と
お
り
追
加
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

山 

県 

教 

育 

委 

員 

会 

一 

指

定

番

号 
有
第
三
九
四
号 

二 

種 
 

 
 

別 
重
要
文
化
財 

建
造
物 

三 

名
称
及
び
員
数 

吉
備
津
彦
神
社 

渡

殿

わ
た
り
で
ん

・
釣
殿

つ
り
で
ん

・
祭
文
殿

さ
い
も
ん
で
ん

・
軒
廊

こ
ん
ろ
う

・
拝
殿

は
い
で
ん

・
神
饌
所

し
ん
せ
ん
じ
ょ 

六

棟 
附

つ
け
た
り

設
計
図 

二
三
枚
、
棟
札

む
な
ふ
だ 

二
枚 

四 

所

在

地 

岡
山
市
北
区
一
宮
一
〇
四
三
番
地 

五 

所

有

者 

宗
教
法
人
吉
備
津
彦
神
社 

六 

寸

法

等 

          

七 

製

作

年

代 

昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年 

八 

指

定

理

由 

吉
備
津
彦
神
社
は
創
建
以
来
再
建
、
修
造
が
繰
り
返
さ
れ
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
に
造
営
さ

れ
た
社
殿
も
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
の
火
災
で
本
殿
、
随
神
門

ず
い
じ
ん
も
ん

、
中

門

ち
ゅ
う
も
ん

を
残
し
て
焼
失
し
、

そ
の
他
の
現
存
す
る
建
物
は
昭
和
初
期
に
再
建
さ
れ
た
建
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
建
物
の
う
ち
、
渡
殿
、

釣
殿
、
祭
文
殿
、
軒
廊
、
拝
殿
及
び
神
饌
所
は
、
内
務
省
神
社
局
が
関
与
し
た
昭
和
初
期
の
大
規
模

社
殿
と
し
て
、
令
和
六
年
度
に
岡
山
県
重
要
文
化
財
の
指
定
を
し
て
い
る
。 

本
品
は
昭
和
初
期
の
再
建
に
か
か
わ
る
木
札
で
あ
る
。
本
品
は
宝
物
庫
内
に
二
枚
と
も
安
置
さ
れ

て
お
り
、
ほ
ぼ
同
形
で
と
も
に
釘
穴
が
な
い
。
記
載
も
一
致
し
て
お
り
、
表
に
は
神
社
神
職
や
内
務

省
職
員
、
大
工
、
棟
梁
な
ど
工
事
関
係
者
の
氏
名
や
所
属
、
裏
面
に
は
各
建
物
の
起
工
・
竣
工
年
月

日
な
ど
を
墨
書
し
て
い
る
。
本
品
に
よ
り
、
渡
殿
が
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
、
神
饌
所
が
昭
和

九
（
一
九
三
四
）
年
に
、
釣
殿
、
祭
文
殿
、
軒
廊
及
び
拝
殿
が
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
竣
工

し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
建
造
物
の
履
歴
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
附
と
し
て
追
加

指
定
す
る
。 

２ 

  

１ 

  

番
号 

尖
頭
型 

  

尖
頭
型 

 

形 

態 

総
高
一
七
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

上
幅
四
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

下
幅
二
四
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

厚
さ
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

  

総
高
一
七
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

上
幅
四
〇
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

下
幅
二
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

厚
さ
三
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

法 
 

 
 

量 

檜 

 

檜 

 

材
質 

台
鉋 

 
台
鉋 

 

仕
上 

柾
目 

 

柾
目 

 

木
取 
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
□
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

山 

県 

教 

育 

委 

員 

会 

一 

指

定

番

号 

有
第
五
二
号 

二 

指

定

年

月

日 
昭
和
三
十
二
□
一
九
五
七
□
年
五
月
十
三
日 

三 

種

別 
重
要
文
化
財 

工
芸
品 

四 

名
称
及
び
員
数 

刀 
備
州
金
次

び
し
□
う
か
ね
つ
ぐ 

一
口 

五 

解

除

理

由 

県
外
に
移
動
し
た
た
め 

 

一 

指

定

番

号 

有
第
一
六
四
号 

二 

指

定

年

月

日 

昭
和
三
十
五
□
一
九
六
〇
□
年
八
月
二
十
三
日 

三 

種

別 

重
要
文
化
財 

工
芸
品 

四 

名
称
及
び
員
数 

短
刀 

繁
慶

は
ん
け
い 

一
口 

五 

解

除

理

由 

県
外
に
移
動
し
た
た
め 
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

 
　

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
八
年
三
月
十
九
日

 

岡　

山　

県　

公　

安　

委　

員　

会　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 

に
改
正
す
る
。

 

　

第
十
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

 

　

第
二
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

　

七　

犯
罪
捜
査
に
係
る
照
会
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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□
三
□
令
和
八
年
三
月
十
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
百
三
号
□
道
路
の
区
域
変
更
□
に
誤
り
が
あ
□

た
□ 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

総
社
足
守
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

山
口
押
撫
線 

三 

道
路
の
区
域 

誤 

頁
・
行 

一
・
終
わ
り
か
ら
三 

    

総
社
市
黒
尾
字
古
土
手
三
八
番
一
地
先
か
ら 

総
社
市
黒
尾
字
壱
町
田
一
〇
二
番
一
地
先
を
経

て 総
社
市
黒
尾
字
木
曽
橋
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

総
社
市
黒
尾
字
古
土
手
三
八
番
一
地
先
か
ら 

総
社
市
黒
尾
字
木
曽
橋
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

総
社
市
黒
尾
字
古
土
手
三
八
番
一
地
先
か
ら 

総
社
市
黒
尾
字
壱
町
田
一
〇
二
番
一
地
先
を
経

て 総
社
市
黒
尾
字
木
曽
橋
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

一
一
・
四
□ 

四
〇
・
五 

三
・
三
□ 

二
〇
・
〇 

八
・
七
□ 

四
〇
・
五 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

三
五
二
・
六 

四
四
四
・
〇 

三
五
二
・
六 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

  

笠
岡
市
入
田
字
落
二
五
六
番
一
地
先
か
ら 

笠
岡
市
入
田
字
平
ケ
市
九
五
番
一
地
先
ま
で 

笠
岡
市
入
田
字
落
二
五
六
番
一
地
先
か
ら 

笠
岡
市
入
田
字
平
ケ
市
九
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
五
□ 

一
四
・
六 

九
・
九
□ 

一
四
・
六 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

二
五
七
・
〇 

二
五
七
・
〇 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

正 
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一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

山
口
押
撫
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 
 
 

  

笠
岡
市
入
田
字
落
二
五
六
番
一
地
先
か
ら 

笠
岡
市
入
田
字
平
ケ
市
九
五
番
一
地
先
ま
で 

笠
岡
市
入
田
字
落
二
五
六
番
一
地
先
か
ら 

笠
岡
市
入
田
字
平
ケ
市
九
五
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
五
□ 

一
四
・
六 

九
・
九
□ 

一
四
・
六 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

二
五
七
・
〇 

二
五
七
・
〇 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 
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